
 中間検査申出書（条例第８２条第１項） 添付書類   

                          （正本１部・副本１部作成） 

※申出書の正本・副本には、押印をすること。 

※中間検査対象工事について、開発基準適合確認通知書から変更がある場合は、中間検査申出書の提出

前までに変更手続きが必要です。 

※１ 中間検査の対象工事となる施設の図面を添付すること。 

 

添付書類 説   明 

１ 案内図 区域を朱書き 

２ 公図の写し 
区域を朱書き 

区画整理施行中の場合は、仮換地図等の写しを添付 

３ 実測求積図 適合印の押してあるもの 

４ 土地利用計画図 適合印の押してあるもの 

５ 造成計画平面図及び断面図 ※１ 適合印の押してあるもの 

６ 
排水施設計画平面図（汚水） ※１ 

及び排水施設等構造図 
適合印の押してあるもの 

７ 
排水施設計画平面図（雨水） ※１ 

及び排水施設等構造図 
適合印の押してあるもの 

８ 給水施設計画平面図 ※１ 適合印の押してあるもの 

９ 植栽計画図 ※１ 適合印の押してあるもの 

１０ 土留め擁壁等断面図 ※１ 適合印の押してあるもの 

１１ 公共施設等構造図 ※１ 
道路、ゴミ置場、防火水槽等 

適合印の押してあるもの 

１２ 現場完成写真 中間検査の対象工事の写真を撮影 

１３ その他市長が必要と認めるもの  


